
蒲郡市住宅・建築物耐震化事業費補助金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、地震発生時における既存建築物の倒壊等を防止して地震に強

いまちづくりを進めるため、市内に存在する住宅及び建築物の耐震化促進事業を

実施する者に対し、予算の範囲内において補助金を交付することについて、蒲郡

市補助金等交付規則（昭和３８年蒲郡市規則第１７号）に定めるもののほか、必

要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義については、当該各号に

定めるところによる。 

⑴ 住宅 戸建住宅、長屋又は共同住宅であり、住宅以外の用途に使用している

面積が延べ面積の２分の１未満であるものをいう。 

⑵ 木造住宅 木造の住宅（階数が２以下で在来軸組構法及び伝統構法の戸建、

長屋、併用住宅及び共同住宅で、持家・貸家を問わない。以下同じ。）をいう。  

⑶ 非木造住宅 住宅のうち前号の木造住宅以外の住宅をいう。 

⑷ マンション 共同住宅のうち耐火建築物又は準耐火建築物であって、延べ面

積が１，０００㎡以上であり、かつ地階を除く階数が原則として３階以上のも

のをいう。 

⑸ 建築物 住宅を除く建物をいう。 

⑹ 耐震診断義務化建築物 建築物の耐震改修の促進に関する法律（平成７年法

律第１２３号。以下「耐震改修促進法」という。）第７条第１項第２号の通行障

害既存耐震不適格建築物をいう。 

⑺ 旧基準 昭和５６年５月３１日以前に着工されたものをいう。ただし、国、

地方公共団体その他公の機関が所有するものを除く。 

⑻ 木造住宅耐震診断 次のいずれかに該当するものをいう。 

ア 蒲郡市が実施する無料耐震診断（以下「市診断」という。） 

イ 一般財団法人愛知県建築住宅センターが実施する住宅耐震（現地）診断（以

下「法人診断」という。） 

ウ 旧耐震基準の木造住宅の除却における容易な耐震診断（令和６年１月３０

日付け国住市第４０号国土交通省住宅局市街地建築課長通知（別添）） 



⑼ 判定値 次のいずれかに該当するものをいう。 

ア 愛知県木造住宅耐震診断マニュアルに基づく一般診断法による判定値 

イ 一般財団法人日本建築防災協会による「木造住宅の耐震診断と補強方法」

の一般診断法又は精密診断法（以下「精密診断法」という。）による評点 

⑽ 耐震改修工事 次のいずれかに該当するものをいう。 

ア 地震に対する安全性の向上を目的として、旧基準木造住宅に対し実施する

補強工事等（別表第１に定めるものに限る。）を含む改修工事をいう。 

イ 耐震診断義務化建築物について、耐震改修促進法第１７条第３項の規定に

基づき特定行政庁からの建築物の耐震改修計画の認定（建築基準法（昭和２

５年法律第２０１号）第６条第１項第４号に規定する建築物である場合は、

一般財団法人愛知県建築住宅センター又は同等の専門的機能を有する機関の

評定）を受けた上で行う工事をいう。 

⑾ 耐震シェルター 建物の上部構造評点の向上に寄与しない工法で、住宅が倒

壊しても安全な空間が確保できる住宅内に設置する箱型の構造物として、国、

地方公共団体及び耐震促進化を目的とする関係機関が奨励したもので、市長が

別に定めるものをいう。 

⑿ 非木造住宅耐震診断者 旧基準非木造住宅の地震に対する安全性を評価する

者で、次のいずれかに該当すること。 

ア 建築士法（昭和２５年法律第２０２号）第２条第２項に規定する一級建築

士又は同条第３項に規定する二級建築士。ただし、建築士法第３条に規定す

る用途及び規模の建築物の耐震診断を行うものは、一級建築士であること。 

イ 建築士法第２３条第１項の規定により登録を受けている建築士事務所及び

建設業法（昭和２４年法律第１００号）第２条第３項に規定する建設業者で

あること。 

⒀ 非木造住宅耐震診断 前号に規定する非木造耐震診断者が、建築物の耐震診

断の促進を図るための基本的な方針（平成１８年１月２５日国土交通省告示第

１８４号）別添「建築物の耐震診断及び耐震改修の実施について技術上の指針

となるべき事項」に基づき、建築物の地震に対する安全性を構造に応じて適切

に評価すること、又はこの方法と同等以上の効力を有すると国土交通大臣が認

めた当該建築物に応じて次のアからエまでに定める方法により調査し耐震性能

を判定すること。ただし、次のアからエまでに定める方法とは各建築物の構造



における第２次診断法又は第３次診断法により実施する。 

ア 鉄筋コンクリート造 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コ

ンクリート造建築物の耐震診断基準（最新版）」 

イ 鉄骨鉄筋コンクリート造 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄

骨鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断指針（最新版）」 

ウ 鉄骨造 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄骨造建築物の耐震

診断指針（最新版）」 

エ 壁式プレキャスト鉄筋コンクリート造・壁式鉄筋コンクリート造 一般財

団法人日本建築防災協会による「既存壁式プレキャスト鉄筋コンクリート造

建築物の耐震診断指針（最新版）」又は「既存壁式鉄筋コンクリート造等の建

築物の簡易耐震診断法（最新版）」 

⒁ 除却工事 次のいずれかに該当するものをいう。 

ア 地震による倒壊等の被害の防止を目的として実施する旧基準木造住宅の

部分を含む１棟全てを除却する工事をいう。ただし、構造分離の昭和５６年

以降の部分については除外することができる。 

イ 耐震診断義務化建築物の１棟すべてを除却する工事をいう。 
⒂ 義務化建築物耐震診断 建築士法（昭和２５年法律第２０２号）第２条第２

項から第４項までに規定する一級建築士、二級建築士又は木造建築士が、建築

物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針（平成１８年国土

交通省告示第１８４号。以下「基本方針」という。）に基づき建築物の地震に

対する安全性を構造に応じて適正に評価することをいう。 
⒃ 施行者 次のいずれかに該当するものをいう。 

ア 非木造住宅耐震診断事業を行う非木造住宅の所有者（区分所有の共同住宅

にあっては、建物の区分所有等に関する法律（昭和３７年法律第６９号）第

３条若しくは第６５条に規定する団体又は第４７条第１項（第６６条におい

て準用する場合を含む。）に規定する法人をいう。以下「管理組合」という。）

又は市長が同等と認める者であること。 
イ 耐震診断義務化建築物の所有者（建物の区分所有等に関する法律（昭和３

７年法律第６９号）第３条若しくは第６５条に規定する団体又は同法第４７

条第１項（同法第６６条において準用する場合を含む。）に規定する法人（以

下「管理組合」という。）を含む。）又は市長が同等と認める者。 



⒄ 補助決定者 補助金の交付決定を受けた者をいう。 
⒅ 代理受領 蒲郡市建築住宅課の所管する補助金代理受領に関する事務取扱要

綱（令和３年４月１日施行。以下「代理受領要綱」という。）に基づき、補助金

の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）と補助金に関する事業

に係る工事及び委託に係る契約を締結した者（以下「事業者」という。）が、申

請者の委任を受け当該補助金の交付の請求及び受領をすることをいう。 

（補助事業） 

第３条 補助の対象となる事業（以下「補助事業」という。）は、次の各号に掲げる

事業の区分に応じ、当該各号に定める事業とする。 

⑴ 耐震改修工事事業 市診断において、判定値が１．０未満又は法人診断にお

いて得点が８０点未満と診断された旧基準木造住宅について、その判定値を１．

０以上とする補強計画（耐震改修工事に着手する前の判定値に０．３以上加算

するものに限る。次号において「補強計画」という。）に基づく耐震改修工事と

する。 

⑵ 木造住宅耐震シェルター設置事業 市診断において、その総合評価の上部構

造評点が１．０未満である旧基準木造住宅に対する耐震シェルターの設置工事

とする。 

⑶ 耐震不適格木造住宅除却事業 次に掲げる要件を全て満たす住宅に対し除却、

運搬及び処分をする解体工事とする。ただし、建設工事に係る資材の再資源化

等に関する法律（平成１２年法律第１０４号）に基づき、適正な分別解体、再

資源化等を実施するものに限る。 

ア 市内において建築された旧基準木造住宅であること。 

イ 木造住宅耐震診断において、前条第８号アの規定による判定値が０．７未

満若しくは同号イの規定による評点が６０点以下と診断されていること、又

は同号ウの規定による結果で倒壊の危険性があると市が判断した場合 

ウ 補助金の交付申請をしようとする前に木造住宅耐震診断を終えていること。 

エ 補助金の交付申請時に延べ床面積３０㎡以上のもの 

オ 過去に蒲郡市民間木造住宅耐震改修費補助金及び第１号の交付を受けてな

いもの 

カ 公共事業による移転等により補償金を受けるものでないもの 

⑷ 非木造住宅耐震診断事業 次の各号の要件を満たす住宅に対する耐震診断と



する。 

ア 旧基準非木造住宅であること。 

イ 区分所有された住宅の場合は、区分所有者全員の同意を得ていること又は

管理組合で合意形成が図られたもの 

ウ 建物所有者と居住者が異なる場合は、所有権等を有する者全員の同意を得

たもの 

エ 過去に蒲郡市非木造住宅耐震診断事業費補助金交付要綱及び本号に基づく

補助金の交付を受けていないもの 

オ その他「住宅・建築物安全ストック形成事業制度要綱（平成２１年４月１

日国住指第４９８４－２号）」第８号事業要件に適合するもの 

⑸ 耐震診断義務化建築物耐震改修等事業 施行者が耐震診断義務化建築物の耐

震改修等を実施する場合で、次のいずれにも該当し、かつ、当該年度内に耐震

改修等が完了する工事（全体設計の承認を受けたものを除く。）とする。ただ

し、市長が適当でないと認めたものには補助金を交付しない。 
ア 区分所有された建物の場合は、区分所有者全員の同意又は管理組合で合意

形成が図られたもの 
イ 建物所有者と使用者等が異なる場合は、所有権等を有するもの全員の同意

を得たもの 
ウ 過去に蒲郡市民間木造住宅耐震改修費補助金交付要綱、蒲郡市民間木造住

宅段階的耐震改修費補助金交付要綱、蒲郡市木造住宅耐震シェルター設置事

業費補助金交付要綱、第１号、第２号及び本号に基づく補助金の交付を受け

ていない建築物に係るもの（第１７条に基づく全体設計の承認を受けたもの

を除く。） 
エ その他国が定める要綱等に適合するもの 

（補助対象者） 

第４条 補助金の交付を受けることができる者（以下「補助対象者」という。）は、

次のとおりとする。 

⑴ 耐震改修工事事業の補助対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。 

ア 旧基準木造住宅を所有する者若しくはその者と同等の権利を有すると市

長が認める者（以下「所有者」という。）又は現に旧基準木造住宅に居住する

者で、当該住宅の所有者の同意を得られるものであること。 



イ 市税を滞納していない者であること。 

ウ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７

号）第２条第６号に規定する暴力団員でない者であること。 

⑵ 木造住宅耐震シェルター設置事業の補助対象者は、次のいずれにも該当する

者とする。 

ア 補助の対象となる住宅の所有者又は使用者（当該所有者が承諾したものに

限る。）であること。 

イ 市税を滞納していない者であること。 

ウ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第６号に規定す

る暴力団員でない者であること。 

エ 既に、当該耐震シェルターの設置補助又は蒲郡市の耐震改修補助の交付決

定を受けていない者であること。 

エ ６５歳以上の高齢者のみで構成された世帯又は身体障害者手帳２級以上

所持者が含まれる世帯に属する者であること。 

⑶ 耐震不適格木造住宅除却事業の補助対象者は、次のいずれにも該当する者と

する。 

ア 補助対象住宅を所有する者（同等の権利を有する者を含む。）であること。 

イ 市税を滞納していない者であること。 

ウ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第６号に規定す

る暴力団員でないこと。 

⑷ 非木造住宅耐震診断事業の補助対象者は、次のいずれにも該当する者とする。 

ア 第２条第１６号に規定する施行者であること。 

イ 市税を滞納していない者であること。 

ウ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第６号に規定す

る暴力団員でない者であること。 

⑸ 耐震診断義務化建築物耐震改修等事業は、次のいずれにも該当する者とする。 

ア 第２条第１６号に規定する施行者であること。 

イ 市税を滞納していない者であること。 

ウ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第６号に規定す

る暴力団員でない者であること。 

（補助の制限） 



第５条 第３条第２号において補助の対象となる耐震シェルターの台数は、補助対

象住宅１戸当たり１台とする。 

（補助金の額） 

第６条 補助金の額は別表第２及び別表第３による。 

（事前相談） 
第７条 第３条第４号に規定する補助事業の補助金交付を受けようとする者は、非

木造住宅耐震診断事業費補助金申請に係る事前相談書（第１１号様式）に、別表

第４に定める書類を添えて市長に次条に規定する補助金交付申請する日より前ま

でに提出しなければならない。 

２ 第３条第５号に規定する補助事業の補助金交付を受けようとする者は、耐震診

断義務化建築物改修等事業費補助金申請に係る事前相談書（第１６号様式）を市

長に次条に規定する補助金交付申請する前年度の９月の第２金曜日(祝日の場合

は直前の開庁日)までに提出しなければならない。 
（交付の申請及び決定） 

第８条 補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、補助事業

に着手する前に、別表第４に定める各補助金に係る補助金交付申請書及び添付書

類を市長に提出しなければならない。 

２ 市長は、前項の規定による申請があった場合において、申請に係る書類を審査

の上、適当と認めたときは、補助金の交付を決定し、速やかに補助金交付決定通

知書（共通様式第２号）により申請者に通知するものとする。また、補助事業着

手後、必要に応じて現地確認を行うことができる。 

３ 第３条第３号に規定する補助事業の申請者は、次に掲げる地区内において補助

事業を実施する場合には、当該事業の主管課と協議するものとする。 

⑴ 土地区画整理地区 

⑵ 都市計画施設 

⑶ 公共事業の買収用地等 

⑷ その他市長が協議を必要と認める地区 

（着手の届出） 

第９条 第３条第５号に規定する補助事業の交付決定を受けた者は、補助事業に着

手するときは、耐震診断義務化建築物耐震改修等事業着手届（第１９号様式）及

び別表第４に定める書類を市長に提出しなければならない。 



（中間検査） 

第１０条 第３条第１号に規定する補助事業の補助決定者は、別表第１に掲げる耐

震補強工事のうち、木造躯体工事、基礎工事等の耐震性能を向上させるための主

要な工事の施工状況が、目視にて確認できる工程に達したときは、市長に口頭等

の方法により報告するものとし、市長は、補助事業の中間検査を行うものとする。 

２ 第３条第５号に規定する補助事業の補助決定者は、市長から耐震改修工事の工

程を指定して中間検査を行う旨の条件を付されたときは、市長が指定した工程に

達する前に、耐震診断義務化建築物耐震改修事業中間検査申請書（第２０号様式）

に中間検査を行う箇所の分かる図面を添付して、市長に提出し、市長は、速やか

に当該耐震改修工事が適切に実施されているか否かについての中間検査を行うも

のとする。 

３ 市長は、中間検査を行った結果、当該耐震改修工事が適切に実施されていない

と認めたときは、適切に実施するように交付決定を受けた者を指導するものとす

る。 

（計画の変更等） 

第１１条 補助決定者は、計画の内容を変更、中止又は廃止しようとするときは、

あらかじめ別表第４に定める補助金変更等承認申請書（共通様式第３号）及び添

付書類を市長に提出しなければならない。 

２ 市長は、前項の規定による申請書を受理した場合において、その内容を審査の

上、適当と認めたときは、補助金変更承認通知書（共通様式第４号）により補助

決定者に通知するものとする。 

３ 第３条第１号及び第５号に規定する補助事業が予定の期間内に完了しない場合

又は補助事業の遂行が困難になった場合は、速やかに別表第４に定める遅滞等報

告書（共通様式第５号）市長に提出しなければならない。 

４ 市長は、前項の規定による報告書を受理したときは、その内容を確認し、指示

書（共通様式第６号）により補助決定者に指示するものとする。 

（遂行命令等） 

第１２条 市長は必要があると認めるときは、補助決定者に対して補助事業の遂行

に関して、必要な指導、助言及び指示を行い、又は必要な報告を求めることがで

きる。 

２ 市長は、補助決定者が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件（以下「交



付決定内容等」という。）に従って補助事業を遂行していないと認めた場合、交付

決定内容等に従って当該補助事業を遂行するよう命ずることができる。 

３ 市長は、補助決定者が前項の命令に違反した場合は、当該補助決定者に対して

補助事業の全部又は一部の停止を命ずることができる。 

（完了実績報告） 

第１３条 補助決定者は、補助事業が完了したときは、別表第４に定める各補助金

に該当する完了実績報告書及び添付書類を市長に提出しなければならない。 

２ 報告書は、補助事業の完了の日から起算して３０日を経過した日又は補助金の

交付決定があった日の属する年度の２月末日のいずれか早い日までに提出しなけ

ればならない。 

３ 補助決定者は、代理受領を利用する場合は、補助事業に要した経費の額から第

８条の規定による決定（第１１条の規定による承認を受けた場合は、当該承認）

を受けた補助金の額（以下「補助決定額」という。）を控除した額の領収書の写し

又はこれに類するもの（補助の対象とならない工事を含む場合には、その区分が

できるようにしたものに限る。）を添付しなければならない。 

 （補助金の額の確定） 

第１４条 市長は、報告書を受理した場合において、必要に応じて実施検査を行い、

その内容を審査の上、適正と認めたときは、補助金確定通知書（共通様式第７号）

により補助決定者に通知する。 

（補助金の請求及び交付） 

第１５条 補助決定者は、前条の通知を受けた日から起算して１０日以内に補助金

支払請求書（共通様式第８号）を市長に提出しなければならない。 

２ 市長は、前項に規定する補助金の支払請求書の提出があったときは、補助決定

者に補助金を交付するものとする。 

３ 前２項の規定にかかわらず、市長は、代理受領を行う場合は、代理受領要綱の

規定に基づき、事業者に補助金を交付するものとする。 

（交付決定の取消し及び補助金の返還） 

第１６条 市長は、補助決定者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金交

付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは

一部について期限を定めて返還を命ずるものとする。 

⑴ 虚偽の申請その他の不正の行為により補助金交付決定を受けた場合 



⑵ 補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件その他法令又はこの要綱に違

反した場合 

⑶ 補助金を交付の目的以外に使用した場合 

⑷ 第１３条の定める期日までに、報告書を提出しなかった場合 

⑸ 第１０条第３項に規定する中間検査の指導に従わない場合 

⑹ その他市長が不適当と認める事由が生じた場合 

（全体設計の承認） 

第１７条 第３条第５号に規定する補助事業において、複数年度にわたる耐震改修

等について補助金の交付を受けようとする者は、補助金の交付申請前に、耐震診

断義務化建築物耐震改修等事業全体設計（変更）承認申請書（第２２号様式）を

市長に提出し、耐震改修等に要する経費の総額、事業の完了予定時期等について、

承認を受けなければならない。 

２ 市長は、前項の申請書を受理した場合は、その内容を審査し、適当と認めたと

きは、当該申請書を提出した者に通知するものとする。 

３ 前２項の規定は、全体設計の承認を受けたものが当該承認に係る内容を変更す

る場合について準用する。この場合において、第１項中「補助金の交付申請前に」

とあるのは、「速やかに」と読み替えるものとする。 

（書類の保管） 

第１８条 補助決定者は、補助金の交付に関する書類を整理し、補助金の交付を受

けた年度終了後５年間保管しなければならない。 

（電子情報処理組織による手続の特例） 

第１９条 市長は、この要綱に定める手続については、蒲郡市情報通信技術を活用

した行政の推進に関する条例（平成１８年蒲郡市条例第４４号）及び蒲郡市情報

通信技術を活用した行政の推進に関する規則（平成１８年蒲郡市規則第７１号）

の例により、電子情報処理組織を使用して行わせることができるものとする。 

（雑則） 

第２０条 この要綱に定めのあるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この要綱は、令和８年４月１日から施行する。 

 （蒲郡市民間木造住宅耐震改修補助金交付要綱等の廃止） 



２ 次に掲げる要綱は、廃止する。 

⑴ 従前の蒲郡市民間木造住宅耐震改修補助金交付要綱（平成１５年４月１日施

行） 

⑵ 蒲郡市木造住宅耐震シェルター設置事業費補助金交付要綱（平成２２年４月

１日施行） 

⑶ 蒲郡市耐震不適格木造住宅除却費補助金交付要綱（平成２９年４月１日施行） 

⑷ 蒲郡市非木造住宅耐震診断事業費補助金交付要綱（平成２０年４月１日施行） 

⑸ 蒲郡市耐震診断義務化建築物耐震改修費等補助金交付要綱（令和３年４月１

日施行） 



別表第１（第２条、第１０条） 

補 強 工 事 等 

工事区分 

 

耐震補強工事 

 

 

耐震改修設計 

 

附帯工事 

調査  

⑴ 耐震精密診断 

⑵ 地盤調査 

 

耐震改修計画の

作成等 

 ⑴ 改修設計 

⑵ 工事監理 

 

総合判定におい

て必要耐力（Ｑ

ｒ）を低減させ

ることを目的と

した工事 

地盤改良工事  ⑴ 屋根工事 

⑵ 木造躯体工事（屋

根・壁の軽量化を図る

もの及び床面積を減ず

るもの） 

⑶ 仮設工事及び既設部

分の撤去工事（建築設

備等を含む。） 

⑷ 撤去部分の復旧工事 

総合判定におい

て 建 物の強 さ

（Ｐ）の評価を

向上させること

を目的とした工

事 

⑴ 木造躯体

工事 

⑵ 基礎工事

（土工事を

含む。） 

 ⑴ 仮設工事及び既設部

分の撤去工事（建築設

備等を含む。） 

⑵ 撤去部分の復旧工事

（造作・左官・内外装・

建具・塗装・建築設備

の工事） 

総合判定におい

て劣化度（Ｄ）

の評価を向上さ

せることを目的

とした工事 

  ⑴ 木造躯体工事（劣化

部材の取替え） 

⑵ 仮設工事及び既設部

分の撤去工事（建設設

備を含む。） 



⑶ 撤去部分の復旧工事

（造作・左官・内外装・

建具・塗装・建築設備

の工事） 

その他の補強工

事 

上記のほか、耐

震性能を向上

させるものと

して市長が認

める工事 

 上記のほか、耐震性能を

向上させる工事に附帯す

るものとして市長が認め

る工事 



別表第２（第６条関係） 

 

対象事業 補助対象経費 補助金の額 

非木造住宅

耐震診断 

【一戸建以外】 

耐震診断に要する経費で非木造耐震診断者

に支払う経費。ただし、延べ面積に応じて次

に定める額及び１８０万円のいずれか低い

額を限度とする。 

⑴ 延べ面積１，０００㎡以内の部分は、１

対象経費の３分の２

以内の額 

（その額に１，０００

円未満の端数がある

ときには、これを切り

捨てるものとする。） 

対象事業 補助対象経費 補助金の交付金額 

耐震改修工

事 

次に掲げる額の合計額 

⑴ 補助金対象経費のうち耐震補強工事費

及び附帯工事費の額（１２０万円を限度と

する。） 

⑵ 補助金対象経費のうち精密診断法によ

る耐震補強設計費の３分の２の額（２０万

円を限度とする。） 

⑶ 租税特別措置法（昭和３２年法律第２６

号）第４１条の１９の２に規定する所得税

額の特別控除の額 

助成額から第３号の

額を差し引いた額と

する。ただし、その額

が１２０万円（耐震改

修設計が精密診断法

によるものは１４０

万円）に満たない場合

で、かつ１，０００円

未満の端数があると

きは、これを切り捨て

るものとする。 

木造住宅耐

震シェルタ

ー設置 

耐震シェルターの購入費及び運搬費その他

設置に要する費用とする。ただし、当該床下

工事等の付帯工事に係るものは除く。 

 

対象経費の額（その額

に１，０００円未満の

端数があるときは、こ

れを切り捨てた額。）

とし、２５万円を限度

とする。 

耐震不適格

木造住宅除

却 

補助対象住宅を除却し、運搬し、及び処分す

る解体工事に要する費用とする。ただし、建

設工事に係る資材の再資源化等に関する法

律（平成１２年法律第１０４号）に基づき、

適正な分別解体、再資源化等を実施するもの

に限る。 

工事に要する費用の

３分の２の額（その額

に１，０００円未満の

端数があるときは、こ

れを切り捨てるもの

とする。）又は２０万

円のいずれか少ない

額とする。 



㎡あたり３，６７０円を乗じた額 

⑵ 延べ面積１，０００㎡を超えて２，００

０㎡以内の部分は、１㎡あたり１，５７０

円を乗じた額 

⑶ 延べ面積２，０００㎡を超える部分は、

１㎡あたり１，０５０円を乗じた額 

【一戸建】 

耐震診断に要する経費で非木造耐震診断者

に支払う経費。ただし、１戸あたり１３万６，

０００円を限度とする。 

 

 



別表第３（第６条関係） 

対象事業 補助対象経費 補助金の額 
耐震診断義務

化建築物耐震

改修等（耐震

改修） 

住宅（マンシ

ョンを除く。） 
耐震改修工事に要する経費（工

事監理に要する経費を除く。）。

ただし、延べ面積に３万９，９

００円/㎡を乗じた額を限度と

する。 

補助対象経費の１

１／１５以内の額

（その額に１，０

００円未満の端数

があるときには、

これを切り捨てる

ものとする。） 

 
 

マンション 耐震改修工事に要する経費（工

事監理に要する経費を除く。）。

ただし、延べ面積に５万１，７

００円/㎡を乗じた額を限度と

する。 
建築物 耐震改修工事に要する経費（工

事監理に要する経費を除く。）。

ただし、延べ面積に５万７，０

００円/㎡を乗じた額を限度と

する。 
耐震診断義務

化建築物耐震

改修等（除却） 

木造の住宅、

マンション及

び建築物 

除却工事に要する経費。ただ

し、延べ面積に１万５，０００

円/㎡を乗じた額を限度とす

る。 
木造以外の住

宅、マンショ

ン及び建築物 

除却工事に要する経費。ただ

し、延べ面積に３万１，０００

円/㎡を乗じた額を限度とす

る。 
 


